
別紙３ 

地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針 

（総合確保方針） 

 

○ 基金を充てて実施する事業の範囲（抜粋） 

 

区分１－１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携については、医療機関の自主的

な取組及び医療機関相互の協議により進められることを前提として、これらを実効性のあ

るものとするために基金を活用していく必要がある。 

 

区分２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

居宅等における医療の提供を推進するためには、退院後の生活を支える在宅医療を充実

させるとともに、地域包括ケアシステムの構築のため、医療・介護サービス提供体制を一

体的に整備していく必要がある。また、地域における介護との連携を含む医療連携体制の

構築、そのための情報基盤の整備等を実施する事業に基金を活用していく必要がある。 

また、在宅医療の提供体制の充実のためには、在宅医療に取り組む人材の確保及び育成

を推進する観点から、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション関係職種等

に対する研修等を実施することが必要である。また、利用者にとってわかりやすく総合的

な支援が行われる体制を確保するためには、医療従事者、医療ソーシャルワーカー、介護

支援専門員等に対する医療及び介護の連携を図るための研修や知識の普及等が重要である

ことを踏まえ、これらを実施する事業に基金を活用していく必要がある。 

 

区分４ 医療従事者の確保に関する事業 

良質かつ適切な医療を提供する体制を構築するためには、地域医療支援センター（医師

のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関の医師確保を支援するための拠点としての

機能をいう。）等を活用した医師等の偏在の解消、医療勤務環境改善支援センター（医療

従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能をいう。）等を活用した医療

機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進、看護職員の確保等に取り組む必要があり、こ

れらを実施する事業に基金を活用していく必要がある。 


